
佐渡市(保険者) サービス事業者
●介護報酬の請求

●介護報酬の支払い

●要介護認定の申請
●保険料の納付

※特定疾病
　加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病

●保険料の徴収
●要介護認定
●保険証の交付
●負担割合証の交付

●利用者負担の
　支払い

●サービスの
　提供

● がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
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形性関節症

65歳以上の方
(第1号被保険者)

サービスが利用できる方
介護が必要と認定された方

● 介護が必要になった原因は関係なく、サー
ビスを利用できます。

交通事故など第三者による行為が原因で介護
保険を利用する場合は市へ届け出が必要です。
必ず示談前に市役所高齢福祉課へ連絡してく
ださい。

40〜64歳の方
(第2号被保険者)

サービスが利用できる方
特定疾病※が原因で

介護が必要と認定された方
● 交通事故や転倒など特定疾病以外が原因

の場合は利用できません。

　介護保険制度は、ご本人やご家族の負担を軽くするために、社会全体で介護を支え合うしく
みで、40歳以上の方が加入者となって、保険料を出し合い、必要に応じて介護保険サービスを
利用できる制度です。

介護保険のしくみ

40歳以上の方（被保険者）

1 介護保険事業
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